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　　　「医師少数スポット」の追加指定

　について

2

大学別地域枠入学定員

大学名
令和４年度
入学定員 摘要

近畿大学 10 平成27年度設置、令和３年度増員（+５名）

川崎医科大学 10 平成27年度設置、平成29年度増員（+５名）

帝京大学 ２ 平成28年度設置

日本医科大学 ４ 平成28年度設置、平成30年度増員（+３名）

東海大学 ３ 平成28年度設置

順天堂大学 ５ 平成29年度設置

関西医科大学 ８ 平成30年度設置、令和２年度増員（+３名）

浜松医科大学 15 令和２年度設置

昭和大学 ８ 令和３年度設置、令和４年度増員（+３名）

計 65

資料１
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・地域枠利用者の県内勤務が順次開始し、令和10年度には200名が勤務。
・また、医師少数区域での勤務者数が令和12年度以降大幅に増加し、最大で
　260名が勤務する可能性がある。

3

県内で勤務する地域枠利用者の増加見込み

　

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11 11 11

14 14 14 14 14 14 14 14

24 24 24 24 24 24 24 24

35 35 35 35 35 35 35 35

48 48 48 48 48 48 48

65 65 65 65 65 65 65

62 62 62 62 62 62 62

65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65

65 65 65 65

65 65 65

65 65

65

3 14 28 52 87 135 200 262 324 378 429 470 452 452 455 455 455

①R元年度の被貸与者 0 0 0 0 0 3 14 28 49 73 59 35 0 0 0 0 0
②R2年度の被貸与者

（キャリア形成プログラム） 0 0 0 0 0 0 0 0 48 113 175 240 257 257 260 260 260

①②　計 0 0 0 0 0 3 14 28 97 186 234 275 257 257 260 260 260
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地域枠被貸与者　
合計

少
数
区
域
勤
務

入学年度
配置年度

＜見込みの前提＞
（Ｒ元年度以前）

・返還義務勤務期間の最後の３年間
を医師少数区域等で勤務すると仮定
（Ｒ２年度以降）

・返還義務勤務期間の最後の４年間
を医師少数区域等で勤務すると仮定

Ｒ２年度以降
キャリプロ適用

　

令和４年度第１回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２「地域枠と静岡県キャリア形
成プログラムについて」
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貸与枠別の配置方針等について

令和元年度以前※ 令和２年度以降

　一般枠

○配置基本方針
・専門研修後の配置（B病院）
　→原則、少数区域に配置
　　 中位区域にも一定配慮
　　　　（R3.8 令和３年度第１回部会決定）

○今後、詳細を検討
（以下は、決定事項）
・４年間を、多数区域以外で勤務

大学
特別枠

○県と大学が協議
　→希望により一般枠扱い

○今後、詳細を検討

　地域枠

○県と大学が協議

（県と大学との協議でない場合）

○配置基本方針
・専門研修後の配置（B病院）

　→原則、少数区域に配置
　　 少数区域が困難である場合は、
　　 中位区域に配置
　　　　　（R4.3 令和３年度第３回部会決定）

○キャリア形成プログラム適用
・４年間を、医師少数区域等で勤務

○大学定員増枠

・県と大学が協議

※キャリア形成プログラム適用希望者を除く

令和４年度第１回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
協議事項１－１　配置調整について
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5
5

キャリア形成プログラムについて
令和３年度都道府県担当者

向け説明会資料

キャリア形成プログラムと旧制度
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●静岡県医学修学研修資金制度（令和元年以前）
算定 - - - - １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年
卒後 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目 １３年目

専門研修 専門医資格取得後（県が配置）

○○病院
（県外）

△△病院
（県内）

A病院 B病院
内容

臨床研修
（大学病院）

●静岡県キャリア形成プログラム
算定 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年
卒後 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

◇◇
病院

専門研修 県内病院で勤務

△△病院
（県内）

医師少数区域
の病院

医師少数区域
の病院

内容
臨床研修

（大学病院）
（県内）

区分 メリット デメリット

臨床研修

・臨床研修期間２年間を返還免除勤務
期間に算入（旧制度は1/2通算）

・大学病院での研修も返還免除期間
に算入

研修先は県内に限定

専門研修 ・大学病院での研修も返還免除期間
に算入

県内の病院が基幹となる専門研修プログラ
ムに限定

勤務地域 ・同一地域での勤務も可
（例：西部⇒中東遠での勤務可）

医師少数区域４年間の勤務義務

期間
・９年間で返還免除期間満了
（臨床研修２年＋７年）
・専門研修後は猶予可

・６年進級時に適用同意に係る同意が必要

・９年間の返還免除勤務（６年未満に貸与で
あっても）

【キャリア形成プログラム　メリット/デメリット】
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地域枠に係るこれまでの動きついて

　　
　

   

 

   

：

   

    

  

　　　　　　　　
　　
　

年度 内容

平成27年度 県外大学における地域枠を設置

平成30年７月 国「キャリア形成プログラム運用指針」公表

平成30年10月 国『臨時定員に係る地域枠は「別枠方式」のみ認める』内容を都道府県へ通知

平成31年４月 県「静岡県キャリア形成プログラム」（個別プログラム）作成依頼（４月末期限）

令和元年11月 国「医師偏在指標」（確定値）公表→医師少数区域判明

令和２年度 別枠方式入試（「キャリア形成プログラム」）適用

令和３年11月 県医師少数スポット（「浜松市天竜区」）設定

令和４年３月 県地域枠利用者への同意書取得を決定（令和４年度入学者から）

令和５年度  国「医師偏在指標」公表（予定）

令和６年度 静岡県医師確保計画（静岡県保健医療計画第７章第１節）改正
→新たな「医師少数区域」を令和６年度６年次以下から適用

【課題】

・現行の静岡県キャリア形成プログラ
ムは、医師少数区域設定前に作成。

・医師少数区域への医師派遣大学
以外の受入要望数未調整。

医師数等調
査（R3.10）

定数
A

常勤医数
B

医師不足数
（A-B）※

賀茂 47 30 20
富士 210 182 31

中東遠 313 296 19
※病院・診療科ごとの不足数の和

令和４年度第１回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
協議事項２　配置調整について
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　「静岡県キャリア形成プログラム」の概要（３）

　　
　

   

 

   

   

    

  

　　　　　　　　
　　
　

【合計】
183プログラム

サブスペシャ ルティ 領域 プログラ ム数

消化器病 11

循環器 12

呼吸器 11

血液 6

内分泌代謝科 9

糖尿病 9

腎臓 10

肝臓 8

アレ ルギー 3

感染症 2

老年病 3

神経内科 8

リ ウマチ 3

消化器内視鏡 7

がん薬物療法 2

消化器外科 4

呼吸器外科 4

心臓血管外科 4

小児外科 3

乳腺 3

内分泌外科 2

放射線診断 2

放射線治療 2

計 128

基本領域 プログラ ム数

内科 9

小児科 3

皮膚科 1

精神科 3

外科 5

整形外科 3

産婦人科 1

眼科 1

耳鼻咽喉科 2

泌尿器科 2

脳神経外科 1

放射線科 2

麻酔科 3

病理 3

臨床検査 1

救急科 5

形成外科 1

リ ハビリ テーショ ン科 1

総合診療 8

計 55

＜専門コース：128＞ ＜基本コース、地域密着型コース：55＞

令和４年度第１回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
協議事項２　配置調整について
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県立総合病院　
救急科

プログラム

○専門研修期間：３年
○連携施設に医師少数区域なし

9

浜松医科大学　
形成外科
プログラム

○専門研修期間：４年
○医師少数区域に連携施設あり

10

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

5



先行検証まとめ
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課題 対応

・医師少数区域を含んでいないプログラム
がある。

※現行プログラムは医師少数区域が公表
される以前に策定

・連携（認定）施設に加えることができるか
検証。

・他の勤務との関係上、医師少数区域等
の病院の受入れ可能人数を超える可能
性がある。

・何らかの対応を検討
→医師少数スポットの追加
→医師少数区域の他の病院を追加で
　きるか検証
→特定診療科の指定

・専門研修修了後、医師少数区域の勤務
で専門医資格を維持できるか未検証。

・各プログラムリーダーを通じて、学会に
確認。

＜今後の検証＞

実施主体 検証プログラム プログラム数

静岡社会健康医学大学院大学 静岡県立病院機構基幹プログラム 29
浜松医科大学 浜松医科大学基幹プログラム 41

○以下の実施主体ごとに検証を行い、３月の第４回医師確保部会にて、検証結果を報告。

県内の医師偏在の状況

＜医師偏在指標による区分（令和２年度時点）＞
　

　　　　医師多数区域　【西部、静岡】
　　

　　　　中位　　【駿東田方、熱海伊東、志太榛原】
　　

　　　　医師少数区域　【中東遠、富士、賀茂】

 ※医師偏在指標とは、地域の医療ニーズや
　　将来の人口・人口構成の変化、患者の 流出入、
　　へき地等の地理的条件、医師の性別・
　　年齢等を反映し、その地域でどの程度医師が
　　充足しているのかを全国比較するために
　　国が示す指標

　　

12

187.8
91.2

107.0

166.3

80.5

150.7

159.9

93.8

青字は、人口10万人あた
り病院勤務医師数
（2020年度時点）
静岡県：142.2
全国平均：171.6

12
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医師少数スポットについて

13

（１）厚生労働省「医師少数区域経験認定医師制度」の認定対象となること

・医師少数区域等（スポットを含む）に所在する病院等で６ヶ月以上勤務し、診療
や保健指導等に従事した医師を厚生労働大臣が認定。
　→令和２年度以降に臨床研修を開始した者は、認定を受けることで、地域医療
支援病院の管理者資格が付与。

○　医師確保計画は、二次医療圏ごとに設定された医師少数区域及び医師少
数都道府県の医師の確保を重点的に推進するものであるが、実際の医師偏在
対策の実施に当たっては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要と
なる場合がある。このため、都道府県においては、必要に応じて二次医療圏より
も小さい単位の地域での施策を検討することができるものとし、局所的に医師が
少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に取り扱うこ
とができるものとする。

＜医師少数スポットのメリット＞

（２）医師少数区域等での勤務義務期間への通算

・キャリア形成プログラムで義務としている「医師少数区域等での４年間の勤務」
への通算や、一般枠の配置方針「AB病院」における「B病院」としての配置など医

師少数区域と同様に取り扱うことができる。

設定の考え方 厚労省「医師確保計画策定ガイドライン」

エ　医師少数スポットの設定
○本県においては、浜松市天竜区を医師少数区域と同様に取り扱うことができる医師少
　数スポットに設定します。
○設定にあたっては、「当該地域において、医師確保の方策について調整を行ってもな
  お、医師の確保が困難な場合」であって、以下の指標の内、①～④について、県内の医
  師少数区域の中で、医師偏在指標の順位が一番高い２次保健医療圏の値を下回る範
  囲（市町単位。政令市は区単位）、かつ、⑤において「30分以上」要する場合を目安とし、
  総合的に勘案し設定します。

　　（指標）
　　　　　①　人口10万人あたり医師数
　　　　　②　100k㎡あたり医療機関数
　　　　　③　１k㎡あたり病床数
　　　　　④　人口10万人あたり看護師数
　　　　　⑤　市町に立地する二次救急病院から近隣二次救急病院までのアクセス

医師少数スポット設定（本県）

14

＜第８次静岡県保健医療計画中間見直し＞（令和３年度第２回医師確保部会承認事項）
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医師少数スポット検討経緯１

15

【現行計画（抜粋）】２ 医師確保の方針 (3) 医師少数スポット ウ 本県での対応
 
○今回は、医師少数スポットの設定は見送りますが、計画策定後に、医
療提供が難しい状況になるなど環境の変化があった場合には、対象地
域における医療提供状況や移動支援の状況等を鑑み、例えば、本人の
キャリア形成も考慮しつつ、地域枠を含む医学修学研修資金利用者の派
遣も行うことなど、その地域の医療提供体制の確保に努めます。 

１　要旨 
　　令和元年度に策定した医師確保計画では、医師少数区域以外の地
域で局所的に医師が少ない「医師少数スポット」の設定は見送ったが、今
年度の医療計画の中間見直しに併せて、策定時からの状況の変化等も
踏まえて、医師少数スポットを設定したい。 

令和３年度第１回医師確保部会　

協議３「静岡県医師確保計画における医師少
数スポットの設定について」（抜粋）

医師少数スポット検討経緯２

16

２　設定の背景 
・厚生労働省の設定した医師偏在指標では、全国335の2次医療圏の上位1/3
を「医師多数区域」、下位1/3を「医師少数区域」と定義し、医師確保の支援は

主に医師少数区域を対象としている。一方で、医師多数区域では、医師確保
は区域内で対応することを原則としている。 

・令和元年度の計画策定後、医師多数区域内に所在する佐久間病院では常
勤医の確保を目指していたが、非常勤医の確保にとどまっており、また医師の
体調不良に伴う人員減でも代替医師の確保が困難であった。こうした事態に
対して、他区域からの応援に頼らざるを得なかった。
 
・法改正により地域医療支援病院の管理者要件として、新たに「医師少数区域
等での勤務経験」が求められることとなり、当該地域に勤務する医師の確保や
誘導が図られることになった。 
 

令和３年度第１回医師確保部会　

協議３「静岡県医師確保計画における医師少
数スポットの設定について」（抜粋）
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国ワーキンググループ検討状況

17

第８回地域医療構想及び医師確
保計画に関するWG（厚労省）

17

医師少数スポット設定状況（１）

18

都道府県名
人口10万人あたり

医師数
（病院勤務医師数）

二次

医療圏数

　 　
少数

区域
医師少数スポット

1 高知県 249.7 4 2

土佐市、香南市、香美市、本山町、大豊町、
土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、佐川
町、越知町、日高村、室戸市、安芸市、東

洋町、奈半利町、田野町、安田町、馬路村、
北川村、芸西村

2 徳島県 235 3 1
勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、

海陽町、阿南市伊島町

3 京都府 230.8 6 2
舞鶴市、綾部市、福知山市、南丹市、京丹

波町
4 岡山県 228.4 5 2 　
5 石川県 216.2 4 1 　

6 鳥取県 215.8 3 0
鳥取市（佐治町）、岩美町、若桜町、智頭町、
三朝町、南部町、大山町、日南町、日野町、

江府町
7 長崎県 215.8 8 1 　

8 福岡県 214.7 13 1

北九州市（藍島）、宗像市（大島）、新宮町
（相島）、福岡市（玄界島）、東峰村（小石原
地域、鼓地域）、八女市（矢部地域、辺春地

域）

9 島根県 209.1 7 4

松江市（島根、美保関、八雲、本庄、大野、秋鹿、
八束）、安来市（比田(西比田）、奥田原、西谷、井

尻、赤屋、十神、広瀬）、出雲市（上津、稗原、朝山、
乙立、北浜、檜山、窪田、多伎、日御碕、鵜鷺）、浜
田市（美川、大麻、雲城、波佐・小国、今市、杵束、
岡見、浜田、石見）、江津市（川越、川戸、市山、有
福温泉、跡市、二宮、松平、浅利、都治、波積、渡

津、郷田）

10 東京都 206.8 13 3 　

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」
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医師少数スポット設定状況（１）

19

都道府県名
人口10万人あたり

医師数
（病院勤務医師数）

二次

医療圏数

　 　
少数

区域
医師少数スポット

11 熊本県 204.6 10 2

山都町（滝上、東竹原、緑川、井無田）、阿
蘇市（黒川、波野）、小国町（宮原）、産山村
（山鹿）、八代市（泉町下岳、泉町椎原）、水
俣市（久木野）、芦北町（吉尾）、上天草市
（龍ヶ岳町高戸、大矢野町湯島、松島町教
良木）、天草市（河浦町白木河内、牛深町、

御所浦町横浦）

12 大分県 198.4 6 2
国東市、杵築市、姫島村、大分市（旧佐賀

関町）、臼杵市、津久見市
13 佐賀県 196.9 5 2 　
14 香川県 196.4 3 1 大川圏域、三豊圏域

15 和歌山県 195.8 7 2

紀美野町（旧野上町、旧美里町）、紀の川
市（旧桃山町、旧粉河町）、橋本市（旧橋本
市）、かつらぎ町、高野町、御坊市、日高川
町（旧美山村）、田辺市（旧田辺市、旧龍神
村、旧大塔村）、みなべ町（旧南部川村）、

白浜町（旧日置川町）、すさみ町

16 鹿児島県 194.9 9 3

三島村（黒島,硫黄島,竹島）、十島村（口之
島,中之島,平島,諏訪之瀬島,悪石島,小宝島,
宝島）、薩摩川内市（上甑島,中甑島,下甑
島）、瀬戸内町（加計呂麻島,請島,与路島）

17 奈良県 191.7 5 0

宇陀市（菟田野・室生地域）、山添村、曽爾
村、御杖村、五條市、吉野町、下市町、黒
滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北

山村、上北山村、川上村、東吉野村
18 富山県 189.6 4 0 　

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

医師少数スポット設定状況（２）

20

都道府県名
人口10万人あたり

医師数
（病院勤務医師数）

二次

医療圏数

　 　
少数

区域
医師少数スポット

19 沖縄県 189.4 5 0

安田（国頭村）、辺戸名（国頭村）、塩屋（大
宜味村）、平良（東村）、伊江、伊平屋、伊是
名、津堅、久高、渡嘉敷、座間味、阿嘉、粟
国、渡名喜、南大東、北大東、多良間、竹
富、黒島、小浜、西表、波照間、与那国

20 大阪府 189.1 8 0 　
21 福井県 187.8 4 3 　
22 愛媛県 185.4 6 0 久万高原町、愛南町
23 北海道 184.7 21 10 　
24 宮崎県 171.8 7 5 　
25 山梨県 171.6 4 0 　

26 山口県 171.2 8 3
岩国市（旧錦町、旧美和町）、美祢市、下関

市（旧豊田町）
27 兵庫県 170.8 8 0 　

28 秋田県 170.7 8 7
男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井

川町、大潟村

29 長野県 169.3 10 5

佐久市（旧望月町、旧浅科村）、小海町、川
上村、南牧村、南相木村、北相木村、立科
町、原村、安曇野市（旧穂高町、旧堀金村、
旧明科町）、松本市（旧四賀村、旧奈川村、
旧安曇村、旧梓川村）、塩尻市（旧楢川村）、
麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、
大町市、白馬村、小谷村、長野市（旧信州
新町、旧豊野町、旧戸隠村、旧鬼無里村、
旧大岡村、旧中条村）、千曲市内（旧戸倉
町）、信濃町、飯綱町、坂城町、高山村、小

川村

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」
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医師少数スポット設定状況（３）

21

都道府県名
人口10万人あたり

医師数
（病院勤務医師数）

二次

医療圏数

　 　
少数

区域
医師少数スポット

30 広島県 167.5 7 0

安芸高田市（吉田町，美土里町，高宮町）、
安芸太田町（加計）、北広島町（芸北，大

朝）、廿日市市（吉和）、呉市（安芸灘）、三
原市（三原市北部）、尾道市（北部、瀬戸田、
百島）、世羅町、福山市（南部）、府中市（南
部、北部）、神石高原町、三次市（北部、中
部、東部）、庄原市（庄原、西城、口和、高

野、総領）
31 宮城県 167.4 4 3 塩竈市、山元町、大和町、大衡村

32 滋賀県 161.9 7 0

大津市（国民健康保険葛川診療所）、甲賀
市（田代、畑、甲賀市立信楽中央病院朝宮
出張診療所）、近江八幡市（沖島、近江八
幡市立沖島診療所）、東近江市（政所、東
近江市永源寺東部出張診療所）、米原市
（吉槻診療所、板並出張診療所）、長浜市

（中河内、椿坂、柳ヶ瀬、菅並、杉野、大見、
中之郷診療所、中之郷診療所今市出張診

療所、中之郷診療所上丹生出張診療所、に
しあざい診療所・塩津出張診療所・菅浦出
張診療所、浅井東診療所）、高島市（上針

畑、下針畑、在原、高島市民病院朽木診療
所）

33 栃木県 160.9 6 3 　

34 山形県 153.1 4 2 西村山地域、北村山地域、東南村山地域、
西置賜地域、東南置賜地域

35 群馬県 148.2 10 3
沼田市（旧利根村）、利根郡みなかみ町（旧

新治村）、多野郡上野村、神流町

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

医師少数スポット設定状況（４）

22

都道府県名
人口10万人あたり

医師数
（病院勤務医師数）

二次

医療圏数

　 　
少数

区域
医師少数スポット

36 三重県 145.5 4 1

いなべ市・東員町、菰野町、亀山市、津市
（白山町、美杉町）、伊賀市、名張市、松阪
市（飯南町、飯高町）、多気町、大台町、大

紀町、鳥羽市、志摩市、南伊勢町

37 愛知県 145.3 11 2
豊田市（旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、
旧旭町、旧稲武町、旧下山村）、西尾市（佐

久島）、南知多町（篠島、日間賀島）

38 青森県 144.3 6 4

弘前市（弘前大学医学部附属病院を除く）、
黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐

町、田舎館村、板柳町
青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜

町
39 千葉県 143.3 9 1 　

40 静岡県 142.2 8 3 浜松市天竜区

41 神奈川県 141.9 9 0 　

42 岩手県 140.9 9 8
八幡平市（安代地区）、葛巻町、岩手町（川

口地区）
43 新潟県 140.1 7 6 　

44 岐阜県 138.4 5 2
本巣市（根尾）、関市（板取、洞戸）、郡上市
（和良、石徹白、小那比、高鷲）、中津川市

（蛭川、川上）、恵那市（飯地、山岡）
45 福島県 133.8 6 3 　
46 茨城県 131.9 9 6 　

47 埼玉県 113.8 10 3
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島

町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」
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医師少数スポット設定状況まとめ

23

【医師少数スポット設定都道府県】

　　　　　　　　　　　　　29/47

区分 設定状況

多数県 10/16
中位県 ９/15
少数県 10/16

（内　訳）

【青森県】

他県の医師少数スポット設定例（１）

○全６圏域中、４圏域が医師偏在指標において「医師少数区域」に該当。また、「医師書
数区域」に該当していない残りの２圏域については、圏域内のすべての市町村を「医師
少数スポット」に県が設定している。

圏域 医師少数区域/スポット

津軽地域 医師少数スポット設定

（圏域内すべての市町。ただし、弘前市の弘前
大学医学部附属病院を除く）

八戸地域 医師少数区域

青森地域 医師少数スポット設定
（圏域内すべての市町）

西北五地
域

医師少数区域

上十三地
域

医師少数区域

下北地域 医師少数区域

＜青森県医師確保計画＞抜粋

24

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」
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【熊本県】

他県の医師少数スポット設定例（２）

○医師偏在指標等は算出過程が不明確かつ地域の実情が全く反映されていないという
理由から、あくまでも参考値として取り扱い、地域の実情に応じた医師確保対策を実施
することとしている。

圏域 医師少数区域/スポット

熊本・
上益城

医師少数スポット設定
（圏域内、一部市町）

宇城 医師少数区域

有明 －

鹿本 －

菊池 －

阿蘇 医師少数スポット設定（圏域内、一部市町）

八代 医師少数スポット設定（圏域内、一部市町）

芦北 医師少数スポット設定（圏域内、一部市町）

球磨 医師少数区域

天草 医師少数スポット設定（圏域内、一部市町）

医師少数スポット設定基準
（令和元年度第３回熊本県地域医療対策協議会　抜粋）

○医師少数スポットは次の（１）～（３）の
いずれか１つ以上を満たす医療機関の
周囲４㎞以内とする。

なお、熊本市内には県内の医師の約６割
が集中し、へき地診療所（芳野診療所）
があるものの、他の医療機関へのアクセ
スが困難とは言えないことから、スポット
設定の対象外とする。

（１）へき地拠点病院

（２）へき地診療所（へき地保健医療対策
等実施要綱に定めるへき地診療所）
（３）他の二次救急病院までのアクセスに
30分以上要する二次救急病院

25

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

【秋田県】

他県の医師少数スポット設定例（３）

○医師少数区域の人口10万人対医師数を基準として、スポット設定。

圏域 医師少数区域/スポット

大館・鹿角 医師少数区域

北秋田 医師少数区域

熊代・山本 医師少数区域

秋田周辺 医師少数スポット設定（秋田市を除く）

由利本荘・
にかほ

医師少数区域

大仙・仙北 医師少数区域

横手 医師少数区域

湯沢・雄勝 医師少数区域

医師少数スポット設定基準
（秋田県医師確保計画　抜粋）

○医師多数区域である秋田周辺医療圏
内に位置する男鹿市、潟上市、八郎潟町、
五城目町、井川町、大潟町において、各
市町村ごとの人口10万人対医師数は、
県内の医師少数区域と人口10万人対医

師数（医療施設従事医師数）が、県内の
医師少数区域と同等又はそれを下回って
いる状況にあり、かつ医療救急医療機関
等が集中する秋田市内まで一定の距離
を有していることから、これらの地域を医
師少数スポットとします。

26

医師多数区域の「秋田周辺」圏域内で、
医師少数区域の人口10万人対医師数（医療施設従事医師数）が、同等又は下回る
市町村をスポット設定。
（男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村）

13



人口10万人当たり病院勤務医師数（少数区域）

27

　　圏域・市町 病院勤務医数 病院

22　 　静岡県 142.2 ー

賀茂圏域 93.8 ー

　 下田市 87.2 下田メディカルセンター（伊豆今井浜病院26分）

　 東伊豆町 104.6 －

　 河津町 193.0 伊豆今井浜病院（伊豆東部総合病院11分）

　 南伊豆町 51.5 －

　 松崎町 0.0 －

　 西伊豆町 127.2 西伊豆健育会病院（下田メディカルセンター42分）

中東遠圏域 91.2 －

　 磐田市 118.7 磐田市立総合病院（森町病院19分）

　 掛川市 133.9 中東遠総合医療センター（菊川市立総合病院18分）

　 袋井市 13.8 聖隷袋井市民病院（磐田市立総合病院14分）

　 御前崎市 68.3 市立御前崎総合病院（菊川市立総合病院18分）

　 菊川市 61.2 菊川市立総合病院（市立御前崎病院18分）

　 森町 57.4 公立森町病院（磐田市立総合病院19分）

富士圏域 80.5 －

　 富士宮市 72.1 富士宮市立病院（富士脳障害研附属病院15分）

　 富士市 84.8 
富士市立中央病院（聖隷富士病院７分）、共立蒲原
病院（川村病院15分）、鷹岡病院（富士脳障害研附
属病院６分）

人口10万人当たり病院勤務医師数（中位区域１）

28

圏域・市町 病院勤務医数 病院

駿東田方圏域 159.9 －

　 沼津市 106.2 
　沼津市立病院（西島病院14分）、沼津中央病院（静
岡医療センター５分）

　 三島市 55.8 　三島総合病院（三島中央病院15分）

　 御殿場市 73.8 フジ虎ノ門整形外科病院（有隣厚生会東部病院４分）

　 裾野市 21.6 　裾野赤十字病院（三島中央病院22分）

　 伊豆市 90.8 
　伊豆赤十字病院（伊豆保健医療センター12分）、
中伊豆温泉病院（伊豆赤十字病院８分）

　 伊豆の国市 589.7 
　伊豆医療福祉センター（伊豆保健医療センター10
分）、順天堂静岡病院（伊豆保健医療センター８分）

　 函南町 92.7 　NTT東日本伊豆病院（三島総合病院11分）

　 清水町 271.0 　静岡医療センター（岡村記念病院４分）

　 長泉町 573.7 　静岡がんセンター（西島病院14分）

　 小山町 98.6 　－

※黄色網掛けは、賀茂圏域の数値を下回る市町
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人口10万人当たり病院勤務医師数（中位区域２）

29

圏域・市町 病院勤務医数 病院

熱海伊東圏域 150.7 －

　 熱海市 278.8 国際医療福祉大学熱海病院（熱海所病院９分）

　 伊東市 80.4 伊東市民病院（あたみ第一病院25分）

志太榛原圏域 107.0 －

　 島田市 95.3 島田市立総合医療センター（藤枝市立総合病院14分）

　 焼津市 118.9 
焼津市立総合病院（甲賀病院14分）、甲賀病院（焼津
市立総合病院14分）

　 藤枝市 141.6 藤枝市立総合病院（島田総合医療センター14分）

　 牧之原市 60.1 榛原総合病院（焼津市立総合病院28分）

　 吉田町 13.9 －

　 川根本町 0.0 －

※黄色網掛けは、賀茂圏域の数値を下回る市町

人口10万人当たり病院勤務医数（多数区域１）

30

圏域・市町 病院勤務医数 病院

西部圏域 187.8 －

　 浜松市中区 244.9 

浜松医療センター（遠州病院12分）、浜松市リハビリテー
ション病院（浜松医療センター14分）、遠州病院（浜松労災
病院９分）、聖隷浜松病院（遠州病院10分）、神経科浜松
病院（浜松医療センター５分）

　 浜松市東区 442.7 
浜松医科大学附属病院（遠州病院21分）、浜松労災病院
（聖隷浜松病院12分）

　 浜松市西区 25.0 　－

　 浜松市南区 54.0 　－

　 浜松市北区 229.0 
聖隷三方原病院（浜松医科大学附属病院18分）、引佐赤
十字病院（聖隷三方原病院12分）

　 浜松市浜北区 117.5 
浜松赤十字病院（天竜病院14分）、天竜病院（浜松赤十字
病院15分）

　 浜松市天竜区 26.3 佐久間病院（天竜病院55分）

　 湖西市 50.0 市立湖西病院（豊橋医療センター28分）

※黄色網掛けは、賀茂圏域の数値を下回る市町
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人口10万人当たり病院勤務医数（多数区域２）

31

圏域・市町 病院勤務医数 病院

静岡圏域 166.3 －

　 静岡市葵区 340.4 

こころの医療センター（静岡厚生病院11分）、県立こども病
院（県立総合病院11分）、県立総合病院（静岡厚生病院10
分）、静岡市立静岡病院（静岡赤十字病院２分）、静岡赤
十字病院（静岡市立静岡病院３分）、静岡厚生病院（静岡
赤十字病院４分）

　 静岡市駿河区 80.4 静岡済生会病院（静岡赤十字病院10分）

　 静岡市清水区 56.7 
静岡市立清水病院（桜ヶ丘病院９分）、清水厚生病院
（桜ヶ丘病院15分）、清水駿府病院（静岡市立清水病院３
分）

※黄色網掛けは、賀茂圏域の数値を下回る市町

国「運用指針」について

32

対象医療機関等

　オ　臨床研修修了後の対象医療機関等については、コースごとに
　　　例えば、規模別、地域別等の種別に応じて医療機関群を設定
　　　し（例　Ⅰ群：特定機能病院等、Ⅱ群：地域医療支援病院等の
　　　地域の中核病院、Ⅲ群：へき地診療所等の医療機関）、対象
　　　期間を通じて異なる医療機関群に属する医療機関においてそ
　　　れぞれ就業することとなるよう設定する等の対応が考えられる。
　　　　ただし、診療領域によっては、（例えば放射線科など、）都道
　　　府県内で一定数の医師を確保する必要がある一方、養成に当
　　　たって継続的に一定規模以上の中核病院等で経験を積む必
　　　要があり、地域診療に従事することを必ずしも必要とするもの
　　　ではないものもあるため、診療領域の特性に応じた柔軟な対
　　　応を行うこととする。
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特例措置内容
分類 都道府県

特例
あり
【18】

特定診療科に限り、医師少数区域等での勤務を
免除（個別判断する場合を含む）

北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉
県、新潟県、長野県、滋賀県、和歌山県、
鳥取県、広島県、山口県、香川県、高知
県、愛媛県

非常勤・遠隔診療可 山形県、三重県、徳島県

特例
なし
【21】

いずれの診療科も医師少数区域等で一定期間
の勤務を義務としている 

秋田県、石川県、愛知県、岐阜県、京都
府、島根県、岡山県、熊本県、大分県、
宮崎県 、長崎県

県内全域で医師が不足しているため、医師少数
区域に限定していない

福島県

医師少数区域・スポットがないため考慮する必要
がない 

神奈川県、兵庫県 

対象を特定診療科に限定し、その上で医師少数
区域等での勤務を義務としている 

富山県、大阪府、沖縄県

対象を特定診療科に限定し、医師少数区域等で
の勤務を義務としていない（地域ではなく診療科
に係る義務） 

東京都、奈良県、福岡県、佐賀県

検討中 【７】 青森県、茨城県、栃木県、群馬県、福井
県、山梨県、鹿児島県 

33

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会

資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

特例措置の対象となる特定診療科　内訳
　 北海道 岩手 山形 宮城 埼玉 千葉 新潟 長野 三重 鳥取 広島 徳島 香川 愛媛 高知

産婦人科（10） ○ ○ 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○

救急科（７） ○ ○ 　 　 ○ ○ ○ 　 　 ○ 　 　 ○ ○ 　

病理診断科（５） 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 　 　

小児科（４） 　 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　

放射線科（４） 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○

精神科（４） 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　

外科（２） 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　 　

内科（２） 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 　

心臓血管外科
（２）

　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○

総合診療科（１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　

脳神経外科（１） 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

呼吸器内科（１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　

臨床検査科（１） 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

血液内科（１） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○

皮膚科、整形外
科、耳鼻咽喉科、
麻酔科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科、整形外科

（１）

　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

34
　基本19領域の内、「眼科」「泌尿器科」「形成外科」については、特定診療科としている都道府県
はない。

令和４年度第２回
静岡県医療対策協議会医師確保部会
資料２－１「地域枠と静岡県キャリ
ア形成プログラムについて」

17



診療科別医師不足数（R4.4医師数等調査）

35

圏域
（病院数）

内
科

呼
吸
器
内
科

循
環
器
内
科

消
化
器
内
科

腎
臓
内
科

神
経
内
科

糖
尿
病
内
科

(

代
謝
内
科

)

血
液
内
科

皮
膚
科

感
染
症
内
科

リ
ウ
マ
チ
科

小
児
科

精
神
科

心
療
内
科

外
科

呼
吸
器
外
科

心
臓
血
管
外
科

乳
腺
外
科

消
化
器
外
科

泌
尿
器
科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

形
成
外
科

美
容
外
科

眼
科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

小
児
外
科

産
婦
人
科

産
科

婦
人
科

リ
ハ
ビ
リ
科

放
射
線
科

麻
酔
科

病
理
診
断
科

臨
床
検
査
科

救
急
科

全
科

そ
の
他

総
計

賀茂（3） 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 1 24

熱海伊東（2） 2 6 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 4 2 2 2 2 36

駿東田方（12） 27 5 2 3 1 1 1 3 2 1 3 4 1 2 5 2 2 16 4 6 12 1 1 2 2 4 2 12 11 6 1 4 7 156

富士（4） 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 28

30 9 12 8 1 5 1 1 6 2 1 5 8 2 4 7 3 2 16 7 12 18 2 1 7 3 0 7 0 6 7 13 16 6 1 6 0 9 244

静岡（10） 35 1 6 2 7 5 5 3 1 18 5 6 5 4 2 7 4 5 5 13 1 10 1 1 3 8 13 4 6 6 192

志太榛原（5） 15 7 6 4 1 6 1 4 2 1 1 4 2 10 2 2 1 8 4 2 2 2 8 5 12 2 1 5 1 121

50 8 12 4 3 13 6 9 5 0 2 19 9 2 16 7 6 0 2 8 12 9 2 0 7 15 1 18 1 1 3 13 25 6 1 11 0 7 313

中東遠（6） 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 40

西部（13） 15 2 3 6 1 6 1 9 6 6 2 1 5 8 7 2 8 7 11 1 4 12 11 5 10 2 6 157

19 2 3 7 2 7 0 1 1 0 1 10 6 0 7 3 2 1 9 5 10 10 2 0 9 8 0 12 0 1 4 14 13 6 0 11 2 9 197

99 19 27 19 6 25 7 11 12 2 4 34 23 4 27 17 11 3 27 20 34 37 6 1 23 26 1 37 1 8 14 40 54 18 2 28 2 25 754

小計

小計

小計

総計

東
部

中
部

西
部
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19

静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について（追加・削除・変更）

＜Ⅰ がん＞

（１）集学的治療
がんの「集学的治療」を担う医療機関

○ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

以下に記載する要件を満たしているため追加する

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
静岡県立こども病院 葵区漆山860

追加 JA静岡厚生連清水厚生病院 静岡市清水区庵原578-１ 指定要件を満たしているため

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

集学的

治療

血液検査、画像検査（エックス線検査、CT、MRI、核医学検査、

超音波検査、内視鏡）及び病理検査等の実施が可能
○

病理診断や画像診断等の実施が可能 ○

患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び

薬物療法等や、これらを組み合わせた集学的治療が実施可能
○

がんの診断時から緩和ケアの実施が可能 ○

患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者

の立場にある医師の意見を求めることができるセカンドオピニ

オンの実施が可能

○

相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交

流の支援等を実施
○

がん治療の合併症予防や軽減を図るため、周術期の口腔管理を

実施する病院内の歯科や歯科医療機関と連携している
○

連携先

朝浪歯科 さくらばし歯科

地域連携支援の体制を確保するため、病院間の役割分担を進め

るとともに、研修、カンファレンス、診療支援、地域連携クリ

ティカルパス等の活用や、急変時の対応も含めて、他のがん診

療期間や在宅療養支援機能を有している医療機関等と連携して

いる

○

連携先

葵東クリニック 吉永医院他（s-net）
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（在宅緩和ケア①）
がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（病院（緩和ケア病床を有する））

○ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

以下に記載する要件を満たしているため追加する

がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（病院（在宅医療））

○ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

以下に記載する要件を満たしているため追加する

動向 医療機関名 所在地 備考
追加 JA静岡厚生連清水厚生病院 静岡市清水区庵原578-１ 指定要件を満たしているため

動向 医療機関名 所在地 備考
追加 JA静岡厚生連清水厚生病院 静岡市清水区庵原578-１ 指定要件を満たしているため

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

緩和ケア

専門的な緩和ケアが 24時間実施可能（緩和ケア病棟を有する）

緩和ケア病棟入院料届出医療機関
○

がん診療機能を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を共

有するなど、連携している（地域連携クリティカルパス含む）
○

連携先

葵東クリニック 吉永医院他（s-net）

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

緩和ケア

（在宅医療）

【在宅がん医療総合診療料届出医療機関】

通院困難な末期悪性腫瘍患者に対して、24 時間看取りを含めた

終末期ケアを提供可能

○

がん診療機能を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を共

有するなど、連携している（地域連携クリティカルパスを含む）
○

連携先

葵東クリニック 吉永医院他（s-net）
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（２）在宅緩和ケア②
がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）

〈掲載医療機関〉

〈削除・保留医療機関〉

動向 医療機関名 所在地 備考
磯貝医院 清水区草薙１丁目15番23号
眞内科クリニック 清水区入江南町９-24
秋山クリニック 駿河区八幡１-２-25
大川診療所 葵区坂ノ上615
杉山医院（登呂） 駿河区登呂５丁目４の１
杉山医院（泉町） 駿河区泉町４番５号
袴田外科医院 葵区籠上13-20
北村医院内科 葵区一番町９
山本内科医院 葵区川合３-13-11
きくち内科医院 駿河区新川２-８-３
まつとみクリニック 葵区上伝馬23-18
宮田医院 駿河区国吉田４-24-17
森田クリニック 葵区上足洗４-１-７
ゆずの木町内科・循環器科 葵区柚木町２
美和クリニック 葵区足久保口組127-７
ひびのクリニック 葵区大岩本町25-15
三上医院 清水区原56-12
宗内科医院 清水区草薙139
横山内科循環器科医院 葵区幸町25番地の３
かまどクリニック 葵区平和１丁目３-65友孝マンション103
とやまクリニック 駿河区東新田三丁目32番９号
岡本外科クリニック 駿河区曲金４-７-３
医療法人社団孝寿会 ふれあいクリニック 駿河区東新田１-１-33
乾医院 清水区⻄久保１丁目６番22号
岩はし内科医院 駿河区丸子二丁目２番８-５
小澤内科胃腸科 葵区瀬名川１丁目29-32
鈴木内科医院 葵区安倍口新田526-３
内科 胃腸科 八木医院 葵区籠上28-24
⻑⾕通りクリニック 葵区安東１-21-９
秋田内科・呼吸器内科 葵区籠上12-41
つどいのおかクリニック 葵区本通⻄町39
服部クリニック 葵区羽鳥５-７-30
松浦内科 葵区水落町12-14
八木循環器内科 葵区⻯南３-11-８
坂井クリニック 駿河区曲金七丁目７番19号
東静岡クリニック 駿河区曲金７-８-10 １階
医療法人財団はるたか会 あおぞら診療所しずおか 駿河区曲金６-10-14
医療法人福恵会 東新田福地診療院 駿河区東新田５-16-10
清水城⻄クリニック 清水区天王東７-９
医療法人社団 兼寿会松下医院 清水区但沼町1317-２
平野医院 葵区昭和町５番地の４

変更 みやざき内科 静岡市駿河区みずほ4-10-10 杉浦内科から名称変更
追加 ⻘山医院 葵区北１-10-18 指定要件を満たしているため
追加 柴山クリニック 駿河区登呂５丁目11番９号 指定要件を満たしているため
追加 えのもと循環器・内科 葵区安⻄１-75 指定要件を満たしているため
追加 静岡サニーメディカルクリニック 葵区南安倍１-６-10JSオフィスビル５階 指定要件を満たしているため
追加 かげやま医院 葵区相生町９番５号 指定要件を満たしているため
追加 たんぽぽ診療所 駿河区中吉田26-16 指定要件を満たしているため

削除 福地外科循環器科医院 清水区七ツ新屋２丁目４番15号 要件を満たさしていないため
削除 大⾕はざまクリニック 駿河区宮川39-20 要件を満たさしていないため
削除 浦島クリニック新院 清水区押切1456番地 要件を満たさしていないため
削除 草薙すこやかクリニック 清水区草薙杉道３丁目２-20カドデ草薙ビル１F 閉院のため削除
削除 田野医院 葵区千代田２-13-35 閉院のため削除
削除 医療法人社団 広域白報会 しずおか在宅診療所 葵区栄町３-１あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル８階 閉院のため削除
保留 中之郷クリニック 清水区中之郷１-１-16 1/31時点で保留
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掲載する医療機関については、以下の項目についてすべての項目に対応可能の場合に掲載
する。1項目でも対応できない場合は、削除となります。

＜Ⅱ 脳卒中＞

（１）救急医療

脳卒中の「救急医療」を担う医療機関 【変更なし】

（２）身体機能を回復させるリハビリテーション

脳卒中の「身体機能を回復させるリハビリテーション」を担う医療機関 【変更なし】

（３）在宅療養の支援
脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関

〈掲載医療機関〉

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
JA静岡厚生連静岡厚生病院 葵区北番町23番地
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静清リハビリテーション病院 葵区春日２-12-25
城⻄クリニック 葵区新富町５丁目７番地の６

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

緩和ケア 【在宅がん医療総合診療料届出医療機関】

通院困難な末期悪性腫瘍患者に対して、24 時間看取りを含めた終

末期ケアを提供可能

○

がん診療機能を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を共有

するなど、連携している（地域連携クリティカルパスを含む）
○



23

動向 医療機関名 所在地 備考
磯貝医院 清水区草薙１丁目15番23号
有原医院 清水区三保915-２
渡辺内科医院（清水区） 清水区上清水町11番18号
吉永医院 清水区江尻東１丁目１番38号
眞内科クリニック 清水区入江南町９-24
秋山クリニック 駿河区八幡１-２-25
杉山医院（泉町） 駿河区泉町４番５号
袴田外科医院 葵区籠上13-20
松浦内科 葵区水落町12-14
近藤医院 駿河区手越310
杉山医院（登呂） 駿河区登呂５丁目４の１
高野外科胃腸科医院 駿河区中田１丁目７番11号
小児科内科 杉山医院 葵区瀬名川２丁目23-21
渡邊内科医院（駿河区） 駿河区池田649の１
内科杉山医院 葵区水道町10-５
山本内科医院 葵区川合３-13-11
横山内科循環器科医院 葵区幸町25番地の３
松成内科クリニック 葵区大岩本町７番１号
城⻄クリニック 葵区新富町５丁目７番地の６
医療法人福恵会 東新田福地診療院 駿河区東新田５-16-10
きくち内科医院 駿河区新川２-８-３
あきやま呼吸器クリニック 葵区呉服町２-２-30
まつとみクリニック 葵区上伝馬23-18
宮田医院 駿河区国吉田４-24-17
ごんクリニック 駿河区高松２-５-18
森田クリニック 葵区上足洗４-１-７
かげやま医院 葵区相生町９番５号
さそう内科・呼吸器科クリニック 葵区大鋸町２-５
医療法人社団孝寿会 ふれあいクリニック 駿河区東新田１-１-33
堀田内科医院 駿河区宮竹１-４-７
佐々木ハートクリニック 葵区南瀬名町26-39
塩川八幡ヒルズクリニック 駿河区八幡５-32-10
たんぽぽ診療所 駿河区中吉田26-16
三神医院 駿河区⻄大⾕４-４
宗内科医院 清水区草薙139
ないとう内科・循環器内科 清水区押切2380
鈴木内科医院 葵区安倍口新田526-３
内科 胃腸科 八木医院 葵区籠上28-24
ゆずの木町内科・循環器科 葵区柚木町２
岡本外科クリニック 駿河区曲金４-７-３
原田医院 駿河区中村町73-12
飯山内科クリニック 駿河区小⿊２-９-13
福地外科循環器科医院 清水区七ツ新屋２丁目４番15号
清水両河内診療所 清水区和田島693-１
⻘木内科クリニック 清水区興津中町99-２
岩はし内科医院 駿河区丸子二丁目２番８-５
小澤内科胃腸科 葵区瀬名川１丁目29-32
柴山クリニック 駿河区登呂５丁目11番９号
かまどクリニック 葵区平和１丁目３-65友孝マンション103
⻑⾕通りクリニック 葵区安東１-21-９
望月内科消化器内科クリニック 葵区新伝馬１-11-23
静岡サニーメディカルクリニック 葵区南安倍１-６-10JSオフィスビル５階
秋田内科・呼吸器内科 葵区籠上12-41
⻘山医院 葵区北１-10-18
つどいのおかクリニック 葵区本通⻄町39
服部クリニック 葵区羽鳥５-７-30
八木循環器内科 葵区⻯南３-11-８
大川診療所 葵区坂ノ上615
ひびのクリニック 葵区大岩本町25-15
坂井クリニック 駿河区曲金七丁目７番19号
医療法人財団はるたか会 あおぞら診療所しずおか 駿河区曲金６-10-14
とやまクリニック 駿河区東新田三丁目32番９号
五十嵐医院 清水区蒲原３-11-13
医療法人社団 兼寿会松下医院 清水区但沼町1317-２
平野医院 葵区昭和町５番地の４
清水城⻄クリニック 清水区天王東７-９
浦島クリニック新院 清水区押切1456番地
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〈削除・保留医療機関〉

掲載する医療機関については、以下の項目についてすべての項目に対応可能の場合に掲載
する。1項目でも対応できない場合は、削除となります。

＜Ⅲ 心筋梗塞等の心血管疾患＞

心血管疾患の「急性期医療」を担う医療機関 【変更なし】

変更 みやざき内科 静岡市駿河区みずほ4-10-10 杉浦内科から名称変更
追加 北村医院内科 葵区一番町９ 指定要件を満たしているため
追加 内科・循環器内科鏑木医院 葵区岳美15-50 指定要件を満たしているため
追加 山崎医院 駿河区新川１丁目19番５号 指定要件を満たしているため
追加 ときわ公園クリニック 葵区常磐町 指定要件を満たしているため
追加 静岡駅南口クリニック 駿河区南町18-２サウスポットガーデン１F 指定要件を満たしているため

削除 浦島メディカルクリニック 清水区押切1620 要件を満たさしていないため
削除 しらいわ医院 葵区安東２-８-14 要件を満たさしていないため
削除 白鳥内科医院 葵区片羽町58 要件を満たさしていないため
削除 静岡曲金クリニック 駿河区曲金３-５-５ 要件を満たさしていないため
削除 水⾕脳神経外科クリニック 駿河区馬渕４-11-９ 要件を満たさしていないため
削除 草薙すこやかクリニック 清水区草薙杉道３丁目２-20カドデ草薙ビル１F 閉院のため削除
削除 田野医院 葵区千代田２-13-35 閉院のため削除
削除 医療法人社団 広域白報会 しずおか在宅診療所 葵区栄町３-１あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル８階 閉院のため削除
保留 中之郷クリニック 清水区中之郷１-１-16 1/31時点で保留

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号

区分 医療機関に求められる事項 対応

生活の場

における

療養支援

【在宅療養支援診療所届出医療機関】

患者家族の要請により、24 時間往診又は訪問看護を行う体制を確

保していること。

○

希望する患者に看取りを行う ○

急性期あるいは回復期、維持期の医療機関や介護保険事業者等

と、診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなどし

て連携している

○
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＜Ⅳ 糖尿病＞

糖尿病の「専門治療・急性増悪時治療」を担う医療機関 【変更なし】

＜Ⅵ 精神疾患＞

精神疾患の「身体合併症治療」を担う医療機関 【変更なし】

精神疾患の「統合失調症治療」を担う医療機関 【変更なし】

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡県立こども病院 葵区漆山860
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
JA静岡厚生連静岡厚生病院 葵区北番町23番地
静岡徳洲会病院 駿河区下川原南11番１号

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立こども病院 葵区漆山860
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
静岡徳洲会病院 駿河区下川原南11番１号

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860
第一駿府病院 葵区沓⾕１-30-20
溝口病院 葵区⻑沼647 ◎
日本平病院 清水区駒越2359-24
清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎



26

精神疾患の「うつ病・躁うつ病、産後うつ病治療」を担う医療機関

《変更前》

《変更後》

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

○
うつ病・躁うつ病患者の状況に応じて適切な精神科
医療を提供する

△
産後うつ病患者の状況に応じて適切な精神科医療を
提供する

診断、治療が可能

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ○
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号 ○△
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号 ○△
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地 ○△
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号 ○△
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号 ○△◎
第一駿府病院 葵区沓⾕１-30-20 ○
溝口病院 葵区⻑沼647 ○△◎
日本平病院 清水区駒越2359-24 ○
清水駿府病院 清水区日立町17-８ ○◎
清水富士山病院 清水区八千代町６-33 ○

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ○
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号 ○△
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号 ○△

変更 静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地 △
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号 ○△

変更 静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号 ○△
第一駿府病院 葵区沓⾕１-30-20 ○

変更 溝口病院 葵区⻑沼647 ○
日本平病院 清水区駒越2359-24 ○
清水駿府病院 清水区日立町17-８ ○◎

削除 清水富士山病院 清水区八千代町６-33
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○静岡市立清水病院

以下に記載する要件を満たしていないため、うつ病・躁うつ病患者の状況に応じて

適切な精神科医療を提供するを削除する。

○静岡済生会総合病院

以下に記載する要件を満たしていないため、地域連携拠点から削除する。

○溝口病院

以下に記載する要件を満たしていないため、地域連携拠点・産後うつ病患者の状況に

応じて適切な精神科医療を提供するを削除する。

区分 医療機関に求められる事項 対応

うつ病・躁うつ病

（双極性感情障害）

うつ病・躁うつ病（双極性感情障害）に関する診断及び

治療が可能

・患者の状態に応じ、薬物療法及び精神療法、その他の

非薬物療法を含む適切な精神科医療を提供

うつ病○

躁うつ病×

区分 医療機関に求められる事項 対応

うつ病・躁うつ病

（双極性感情障害）

（うつ病・躁うつ病又は産後うつ病に関する診断及び治

療が可能な医療機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

×

区分 医療機関に求められる事項 対応

うつ病・躁うつ病

（双極性感情障害）

うつ病・躁うつ病（双極性感情障害）に関する診断及び

治療が可能

・患者の状態に応じ、薬物療法及び精神療法、その他の

非薬物療法を含む適切な精神科医療を提供

○

産後うつ病（産婦検診で疑いとされた者を含む）に関す

る診断及び治療が可能

・産科や母子保健関係機関等と連携した産後うつの母子

への支援の実施

×



28

○清水富士山病院

以下に記載する要件を満たしていないため、削除する。

（６）依存症
精神疾患の「依存症治療」を担う医療機関

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

○
アルコール依存症患者の状況に応じて適切な精神科
医療を提供する

△
薬物依存症患者の状況に応じて適切な精神科医療を
提供する

□
ギャンブル依存症患者の状況に応じて適切な精神科
医療を提供する

診断、治療が可能

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆

追加 清水駿府病院 清水区日立町17-８ ○△□◎

うつ病・躁うつ病

（双極性感情障害）

（うつ病・躁うつ病又は産後うつ病に関する診断及び治

療が可能な医療機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

×

区分 医療機関に求められる事項 対応

うつ病・躁うつ病

（双極性感情障害）

うつ病・躁うつ病（双極性感情障害）に関する診断及び

治療が可能

・患者の状態に応じ、薬物療法及び精神療法、その他の

非薬物療法を含む適切な精神科医療を提供

×
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○清水駿府病院

以下に記載する要件を満たし、地域連携拠点として追加する。

区分 医療機関に求められる事項 対応

依存症

依存症とその関連問題に関する診断及び治療が可能

・依存症の専門性を有した医師が担当する入院医療、認

知行動療法などの依存症に特化した専門プログラム

の実施

・国が定める「依存症治療指導者養成研修」や「アルコ

ール依存症臨床医等研修」等必要な研修を修了した医

師が 1名及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士、

臨床心理技術者のいずれか少なくとも 1 名を配置

・依存症関連問題に対して相談機関や医療機関、民間団

体（自助グループ等を含む。）、依存症回復支援機関等

と連携して取組むとともに、継続的な連携が図られる

こと。

アルコール

健康障害

○

薬物依存症

○

ギャンブル
依存症等行
動嗜癖

○

（依存症とその関連問題に関する診断及び治療が可能

な医療機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

○
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（７）PTSD
精神疾患の「PTSD 治療」を担う医療機関

○清水駿府病院

以下に記載する要件を満たし、地域連携拠点として追加する。

○静岡赤十字病院

以下に記載する要件を満たしていないため、削除する。

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号

追加 清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎
削除 静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号

区分 医療機関に求められる事項 対応

心的外傷後

ストレス障害

（ＰＴＳＤ）

心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関する診断及び

治療が可能

・当該疾患に対応した専門的なプログラム（認知行動療

法、ＥＭＤＲ等）を実施

×

区分 医療機関に求められる事項 対応

心的外傷後

ストレス障害

（ＰＴＳＤ）

心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関する診断及び

治療が可能

・当該疾患に対応した専門的なプログラム（認知行動療

法、ＥＭＤＲ等）を実施

○

（心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関する診断及

び治療が可能な医療機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

○
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（８）高次脳機能障害
精神疾患の「高次脳機能障害治療」を担う医療機関

○静岡リハビリテーション病院

○静清リハビリテーション病院

○清水駿府病院

以下に記載する要件を満たし、地域連携拠点として追加する。

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ◎
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地 ◎
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号

変更 静岡リハビリテーション病院 葵区富沢1405 ◎
追加 静清リハビリテーション病院 葵区春日２-12-25 ◎
追加 清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎
削除 清水富士山病院 清水区八千代町６-33

区分 医療機関に求められる事項 対応

高次脳機能障害

高次脳機能障害に関する診断及び治療が可能

・障害の特性を理解し診断し、症状の改善を目指すため

の医学的なリハビリテーションプログラムを実施

○

（高次脳機能障害に関する診断及び治療が可能な医療

機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種によるチー

ムによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携した支

援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域医療機関への相談支援や難治性疾患等

への対応

○
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○清水富士山病院

以下に記載する要件を満たしていないため、削除する。

（９）摂食障害

精神疾患の「摂食障害治療」を担う医療機関 【変更なし】

（１０）てんかん

精神疾患の「てんかん治療」を担う医療機関 【変更なし】

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ☆

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡てんかん・神経医療センター 葵区漆山886 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ◎
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地 ◎
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号 ◎
静岡徳洲会病院 駿河区下川原南11番１号
日本平病院 清水区駒越2359-24

区分 医療機関に求められる事項 対応

高次脳機能障害

高次脳機能障害に関する診断及び治療が可能

・障害の特性を理解し診断し、症状の改善を目指すため

の医学的なリハビリテーションプログラムを実施

×
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（１１）自殺未遂
精神疾患の「自殺未遂治療」を担う医療機関

《変更前》

《変更後》

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ☆
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
溝口病院 葵区⻑沼647 ◎
日本平病院 清水区駒越2359-24
清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ☆
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号

変更 溝口病院 葵区⻑沼647
日本平病院 清水区駒越2359-24
清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎
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○溝口病院

以下に記載する要件を満たしていないため、地域連携拠点から削除する。

（１２）児童・思春期精神疾患
精神疾患の「児童・思春期精神疾患治療」を担う医療機関

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、
地域連携拠点の支援、難治性疾患等への対応

地域連携拠点
（圏域拠点）

◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び
地域医療機関への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考
県立こころの医療センター 葵区与一４丁目１番１合 ☆
静岡県立こども病院 葵区漆山860 ☆

追加 清水駿府病院 清水区日立町17-８ ◎
削除 静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号

区分 医療機関に求められる事項 対応

自殺未遂

自殺未遂者に関する治療が可能

・「精神科救急医療ガイドライン」(日本精神科救急学会)

等を参考にした適切な自殺関連行動の把握とトリア

ージ、アセスメント、治療の提供

○

（自殺未遂者に関する治療が可能な医療機関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

×
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○清水駿府病院

以下に記載する要件を満たし、地域連携拠点として追加する。

○静岡赤十字病院

以下に記載する要件を満たしていないため、削除する。

区分 医療機関に求められる事項 対応

児童・思春期

精神疾患

児童・思春期の精神疾患に関する治療が可能

・小児神経専門医、児童・青年精神医学会認定医、日本

小児精神神経学認定医の配置などによる適切な診

断・検査・治療の提供

○

（児童・思春期の精神疾患に関する治療が可能な医療機

関のみ対象）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種による

チームによる支援体制、医療・福祉関係機関等と連携し

た支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修

の実施及び地域精神科医療機関への相談支援や難治性

疾患等への対応

○

区分 医療機関に求められる事項 対応

児童・思春期

精神疾患

児童・思春期の精神疾患に関する治療が可能

・小児神経専門医、児童・青年精神医学会認定医、日本

小児精神神経学認定医の配置などによる適切な診

断・検査・治療の提供

×
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＜Ⅹ 周産期＞

周産期の「正常分娩」を担う医療機関

○いなば助産院

○助産院こうのとり

○ふね助産院

以下に記載する要件を満たしているため追加する

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号
静岡県立こども病院 葵区漆山860
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地
静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
庄司産婦人科 清水区江尻東１丁目４-１
福間産婦人科クリニック 駿河区中原739-１
今井産科婦人科クリニック 葵区末広町117-１
くさなぎマタニティクリニック 駿河区聖一色441-１
まりこレディスクリニック 駿河区丸子新田511
おおいしレディースクリニック 清水区押切2416
依藤産婦人科医院 葵区上足洗二丁目１-９
たむらウィメンズクリニック 駿河区片山３-３
渡辺助産院 葵区上足洗一丁目４-１
くさの助産院 葵区瀬名川三丁目14-13
さよ助産院 駿河区下川原三丁目23-６
己智助産院 駿河区有東二丁目５-５-１
たまがわ助産院 葵区瀬名三丁目39-10
おしか助産院 駿河区小鹿1366-11
いぶきの助産院 駿河区丸子五丁目18-20
ぶどうの木助産院 駿河区中村町16-４
まき助産院 葵区与一三丁目４-16
ノア助産院 清水区下野町２-１

追加 いなば助産院 葵区瀬名川３丁目13-44 指定要件を満たしているため
追加 助産院こうのとり 駿河区栗原26番14-５号 指定要件を満たしているため
追加 ふね助産院 清水区渋川三丁目２番７号 指定要件を満たしているため

区分 医療機関に求められる事項 対応

正常分娩
正常分娩（助産）を実施可能 ○

日常の生活・保健指導及び新生児の医療の相談 ○
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＜Ⅺ 小児医療（小児救急医療を含む。）＞

（４）小児専門医療

小児医療（小児救急医療を含む。）の「小児専門医療」を担う医療機関

○静岡市立清水病院

以下に記載する要件を満たしているため追加する

○静岡赤十字病院

以下に記載する要件を満たしていないため、削除する。

動向 医療機関名 所在地 備考
静岡県立こども病院 葵区漆山860
静岡市立静岡病院 葵区追手町10番93号
静岡済生会総合病院 駿河区小鹿１丁目１番１号
静岡県立総合病院 葵区北安東４丁目27番１号

追加 静岡市立清水病院 清水区宮加三1231番地 指定要件を満たしているため
削除 静岡赤十字病院 葵区追手町８番２号 要件を満たさしていないため

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

小児専門

医療

一般の小児医療機関では対応が困難な患者や、全身管理、呼吸

管理等、常時監視や治療の必要な患者等に対する入院診療が実

施可能

○

一般の小児医療機関では実施困難な診断・検査・治療を含む専

門的な入院医療を行う
○

地域の小児科を標榜する診療所、病院等や、より高度専門的な

対応について対応可能な医療機関と診療情報や治療計画を共有

する等して連携している

○

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

小児専門

医療

一般の小児医療機関では対応が困難な患者や、全身管理、呼吸

管理等、常時監視や治療の必要な患者等に対する入院診療が実

施可能

×

一般の小児医療機関では実施困難な診断・検査・治療を含む専

門的な入院医療を行う
○

地域の小児科を標榜する診療所、病院等や、より高度専門的な

対応について対応可能な医療機関と診療情報や治療計画を共有

する等して連携している

○
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公立病院経営強化プランの策定状況
（医療局医療政策課）

１ 概 要

・県内の各公立病院では、2023 年度までに「公立病院経営強化プラン」を策定し、地

域医療構想調整会議で協議することとなっている。

・今回、公立病院経営強化プランの策定に係る総務省の事前調査が実施されており、

各公立病院から提出された策定状況を一覧に取りまとめたので、協議する。

・なお、総務省の調査は全部で 228 項目あり、全ての内容を掲載した場合膨大な量と

なるため、地域医療構想と関わりが深い項目や、公立病院経営強化プランで新たに

記載が必要となった項目等に絞り提示する。

２ 提示項目

(1)病床数（許可病床数、稼働病床数、2021 年度の病床機能報告）、病床利用率

(2)診療科目・機能等（診療科目、特殊診療機能、指定病院の状況）

(3)現状の課題等

・近接する病院の役割・機能との重複による課題

・地域医療構想実現に向けた当該病院の課題

・新型コロナウイルス感染症対応における他の医療機関との役割分担や連携にお

ける課題

・上記３点の課題等を踏まえた取組及び取組による改善見込

(4)地域包括ケアシステム

(5)機能分化・連携強化の取組

・改革プラン又は新改革プランに基づき実施済みの機能分化・連携強化の取組

・公立病院経営強化プランに基づき今後実施予定の機能分化・連携強化の取組

(6)医師働き方改革への対応

・医師の労働時間の把握状況、労働時間管理システムの導入状況 等

(7)新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

・コロナ対応等を踏まえた感染症対応における役割

・平時からの取組として現在検討中の取組

・感染症法改正による都道府県との協定の締結予定

・感染症法改正における対応

資料３



公立病院経営強化プランの作成状況一覧（静岡圏域）
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３
ヶ
年
平
均

令
和
2
年
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令
和
3
年
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静岡県立総合病院 662 0 0 50 0 712 612 0 612 524 88 0 0 50 662 491 88 0 0 0 579 89.5% 89.8% 86.6% 88.6% 78.2% 79.8%

静岡県立こども病院 243 0 36 0 0 279 242 0 200 243 0 0 0 0 243 243 0 0 0 0 243 74.2% 74.0% 74.2% 74.1% 64.5% 74.9%

静岡市立静岡病院 500 0 0 0 6 506 491 0 491 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 88.2% 90.8% 89.0% 89.4% 77.8% 78.8%

静岡市立清水病院 463 0 0 0 0 463 463 0 463 6 413 44 0 0 463 6 413 44 0 0 463 75.2% 77.9% 76.5% 76.5% 61.4% 66.4%

病床数 病床利用率

2021年度病床機能報告の内容

病 院 名

許可病床数 稼働病床数
2021年実績 2025年見込み



公立病院経営強化プランの作成状況一覧（静岡圏域）

静岡県立総合病院

静岡県立こども病院

静岡市立静岡病院

静岡市立清水病院

病 院 名
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科
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科
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）
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療
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へ
き
地
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拠
点
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院

災
害
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点
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地
域
医
療
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援
病
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特
定
機
能
病
院

病
院
群
輪
番

制
病
院

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 31 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇

- 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 29 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - - - 〇 - 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 31 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 26 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 - 〇

診療科目・機能等

診療科目 特殊診療機能 指定病院の状況



公立病院経営強化プランの作成状況一覧（静岡圏域）

静岡県立総合病院

静岡県立こども病院

静岡市立静岡病院

静岡市立清水病院

病 院 名

同一医療圏内（静
岡市内）の総合病
院

同一医療圏内に地域医療支援病院が6施設、救命救急
センターが３施設、がん拠点病院が３施設（うち高
度1・小児1）など一部機能が重複する医療機関があ
るが、当院は高度型の認定を受けるなど重複する中
でもより高度な機能を有している。

なし なし

・地域医療連携推進法人の設立
・地域連携クリティカルパスの導入
・地域医療連携推進法人内の大学院大学と
の連携による医師確保対策

小児科を持つ総合
病院

小児科医が減少するなか、総合入院体制加算が変更
されたことを踏まえ、今後の対応について検討が必
要

・病床（数）の再編
・地域連携・地域包括ケア
・少子化が進行する一方で医
療的ケア児（者）は増加して
おり、小児領域における慢性
期患者の福祉介護との連携体
制の構築
・小児科医が減少する中での
医師派遣の在り方

・患者（特に重症患者）の集中
・地域の医療機関との役割分担・連携
・人手不足、スタッフへの負担
・施設の老朽化、狭隘化による受入体制やゾーニング
の難しさ
・通常診療への影響（受入制限等）
・小児領域における特定感染症指定医療機関の指定
・小児の感染症対応の最後の砦としての、オンライン
ネットワークによる他の医療機関への支援

・地域の医療機関等との連携体制の構築
・医師派遣については、オンラインネット
ワークヲ活用した支援を中心とし、一部は
人材ハブで対応
・新設されるこども庁の施策に対応した取
組

なし なし
・医師の不足
・医師以外の医療従事者の不
足

・通常診療への影響（受入制限等）
・地域の医療機関等との連携体制の構築
・地域連携クリティカルパスの導入

なし なし なし

・人手不足、スタッフへの負担
・施設の老朽化、狭隘化による受入体制やゾーニング
の難しさ
・通常診療への影響（受入制限等）

・明確化・最適化は困難

現状の課題等

近接する病院の役割・機能との重複による課題(69)

地域医療構想の実現に向けた当
該病院の課題(70)

新型コロナウイルス感染症対応における他の医療機関との
役割分担や連携における課題(71)

左記３点の課題等を踏まえた当該病院の役割・
機能の見直し、明確化・最適化の取組

(73)(74)役割・機能が重複す
る病院名

課題の内容



公立病院経営強化プランの作成状況一覧（静岡圏域）

静岡県立総合病院

静岡県立こども病院

静岡市立静岡病院

静岡市立清水病院

病 院 名

すでに改善している

改善見込みあり

今後検討

今後検討

左記取組による改善見込(75)



公立病院経営強化プランの作成状況一覧（静岡圏域）

静岡県立総合病院

静岡県立こども病院

静岡市立静岡病院

静岡市立清水病院

病 院 名

地域包括ケアシステム

関係事業者との連携強化

・病院・診療所間の連携体制の構築
・医療機器の協同購入や共同利用
・医薬品、診療材料の共同購入
・医師の相互派遣
・医療情報共有等の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備
・基幹病院における医師派遣機能の整備
・地域医療連携推進法人の設立
・地域医療連携推進法人参画施設間の医師派遣、共
同研修、医師確保対策等の実施

・病院・診療所間の連携体制の構築
・役割・機能の見直しによる病床数と診療科目の見直し
・医療機器の協同購入等による効率的調達
・医薬品、診療材料の共同購入
・医師の相互派遣
・医療情報共有等の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備
・基幹病院における医師派遣機能の整備
・地域連携クリティカルパスの導入
・地域医療連携推進法人の活動拡充

把握済み 導入済み 対応済み 把握済み

・関係事業者との連携強化
・小児医療においても移行医
療や小児がん患者、医療的ケ
ア児へ対応するために、地域
の医療機関や福祉施設、学校
等との連携構築が必要

・病院・診療所間の連携体制の構築
・医薬品、診療材料の共同購入
・医療情報共有等の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備
・基幹病院における医師派遣機能の整備

・病院・診療所間の連携体制の構築
・医薬品、診療材料の共同購入
・医療情報共有等の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備
・基幹病院における医師派遣機能の整備

把握済み 導入済み 対応済み
令和５年度
に把握予定

・地域の中核的病院として急
性期医療を提供

・病院・診療所間の連携体制の構築
・医療機器の共同購入や共同利用
・医療情報共有等の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備

・病院・診療所間の連携体制の構築
・基幹病院における高度な医療機能の整備
・地域連携クリティカルパスの導入

把握済み 導入済み 対応済み 把握済み

・地域の中核的病院として急
性期医療を提供
・地域連携室や居宅介護支援
事業所による地域の医療機関
等との連携
・健康教室や出前講座等の啓
蒙事業

なし ・病院・診療所間の連携体制の構築 把握済み 検討中
令和５年度
に対応予定

公立病院の
ため、副
業・兼業は
基本的に禁
止してい
る。

機能分化・連携強化の取組 医師働き方改革への対応

地域包括ケアシステムの構築に向
けた当該病院の課題(88)

改革プラン又は新改革プランに基づき実施済みの機能分
化・連携強化の取組(90)

公立病院経営強化プランに基づき今後実施予定の
機能分化・連携強化の取組(91)

医師の自病院
での労働時間
の把握状況

(165)

医師の労働時
間管理システ
ムの導入状況

(166)

医師の時間
外労働と自
己研鑽の区
分けの対応
状況(167)

自病院の医師
の副業・兼業
先も含めた労
働時間の把握

状況(168)



病棟名

許可
病床数

(R3.7.1時
点)

最大使用
病床数

許可ー最
大使用病

床数

病床
種別

入院基本料
医療機能

(R3.7.1時点)
（※１）

既に再開済み
再開を

予定/検討中
病床返還を
予定/検討中

介護医療院へ転換予
定/検討中

対応方針
検討中

【令和３年度病床機能報告】
病床が稼働していない理由と今後の運用見通し(病院：最大使用病床数が０床又は非稼働病床（許可病床数ー最大使用病床数）が20床以上）　※最大使用病床数報告対象期間：R2.4.1～R3.3.31　　　　　　　　　

令和３年度病床機能報告　ローデータ
今後の運用見通しに関する計画

（※計画の具体的な時期を記載してください）

圏域 医療機関名 稼働していない理由・対応方針等

資料４

独立行政法人国立病院機構静岡
てんかん・神経医療センター

Ａ６病棟 50 29 21 一般 急性期一般入院料６ 回復期 ・方針検討中 ○
（未定）

静岡県立総合病院 ５Ｂ 50 0 50 一般 - 休棟中
・工事改修（R3.2.1～)のための一時的な休棟
・稼働済

○
（R3.8月）

３階ＩＣＵ 6 0 6 一般 - 休棟中
・病棟をオープンするだけの看護要員及び
　医師が揃わないため

○
（未定）

4階西 20 0 20 一般 - 休棟中
・病棟をオープンするだけの看護要員及び
　医師が揃わないため

○
（未定）

４階緩和ケア 19 0 19 一般 - 休棟中
・病棟をオープンするだけの看護要員及び
　医師が揃わないため

○
（R7予定）

６階東 57 19 38 一般
ハイケアユニット入院
医療管理料１

高度急性期
・新型コロナウイルス感染症患者受入病棟
　として使用中

○
（未定）

６階西 41 0 41 療養 - 休棟中
・病棟をオープンするだけの看護要員及び
　医師が揃わないため

○
（R6.4月）

清水富士山病院 一般病棟 20 0 20 一般 - 休棟中 ・稼働済 ○
（R4.4月）

静岡市立清水病院 ４Ｂ病棟 49 16 33 一般 急性期一般入院料１ 急性期
・新型コロナウイルス感染症患者受入病棟
　として使用中（R2.12.1～）

○
（未定）

３階病棟 55 35 20 一般 急性期一般入院料４ 急性期
・病室が施設基準を満たすギリギリの床面積となって
　いる状況で、患者サービスを優先させるため、各病室
　のベッド数を減らして運用をしている

〇
（R7.3月予定）

４階病棟 84 60 24 一般
地域包括ケア病棟入院
料１

回復期 ・同上 〇
（R7.3月予定）

静岡徳洲会病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
桜ヶ丘病院

静岡
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１ 令和５年度基金事業予算（案） （単位：千円）

※令和５年度当初予算(案)は、現在、県議会２月定例会に提出中

２ 令和５年度基金事業提案（医療分）の反映状況

令和５年度地域医療介護総合確保基金（医療分）事業

区 分 R4 当初予算Ａ R5 当初予算(案)Ｂ Ｂ－Ａ

① 地域医療構想の達成に向けた

医療機関の施設又は設備の整備
892,567 608,046 ▲284,521

①－２ 病床機能再編支援 147,000 106,000 ▲41,000

② 居宅等における医療の提供 348,884 349,119 235

④ 医療従事者の確保 1,687,512 2,036,905 349,393

⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた

体制の整備
219,744 226,765 7,021

計 3,295,707 3,326,835 31,128

○関係団体等から 24 件の提案があり、提案趣旨を踏まえ 16 件の内容を事業に反映予定

（新規・拡充・継続事業実施等に加え、予算措置を伴わない事業実施段階での反映予定等も含む）

提案反映状況

①新規事業化 2 ④事業形態の変更 0 

②継続事業の拡充実施 2 ⑤継続事業実施 11 

③継続事業へのメニュー追加 1 ⑥継続事業実施段階での内容反映を検討 0 

反映件数　計 16 

区分 提案件数 反映件数 備　考（反映内容）

Ⅰ：地域医療構想の達成 2 1

(1)医療提供体制の改革等 2 1 ⑤継続:1

(2)その他「病床の機能分化・連携」等 0 0

Ⅱ：在宅医療の推進 10 9

(1)在宅医療を支える体制整備等 7 6 ①新規:1、⑤継続:5

(2)在宅医療（歯科）の推進等 2 2 ⑤継続:2

(3)在宅医療（薬剤）の推進等 1 1 ⑤継続:1

Ⅳ：医療従事者の確保・養成 11 6

(1)医師の地域偏在対策等 2 2 ②拡充:1、⑤継続:1

(2)診療科の偏在対策等 1 1 ①新規:1

(3)女性医療従事者支援等 0 0

(4)看護職員等の確保等 2 2 ②拡充:1、③メニュー追加:1

(5)医療従事者の勤務環境改善等 1 1 ⑤継続:1

(6)その他「医療従事者等の確保・養成」等 5 0

その他（整理不能等） 1 0

合計 24 16

資料６
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３ 事業提案を反映した主な事業

○看護の質向上促進研修事業（看護師特定行為研修派遣費助成）【区分：Ⅳ(4)】

○看護の質向上促進研修事業（新規メニュー追加） 【区分：Ⅳ(4)】

○心不全再入院予防診療支援事業（仮） 【区分：Ⅱ(1)】

提

案

提案団 体 静岡県看護協会

提案内 容

概 要

・タスクシェア／シフトにおいて大きな役割を果たす特定行為研修修了者につい

て、期待が大きくなっている一方で、実際の活動の場は広がっていない現状を

踏まえ、活動の場を広げるため、役割を発揮できる体制構築、ＰＲ、マッチン

グ等を行う。

事

業

反

映

反映内 容

概 要

【継続事業の拡充実施】

・地域ごとの研修開催により取組事例を共有し、修了者の活動の場を広げ、看護

の質の向上やタスク・シフト／シェアの取組を支援する。

所 管 課 地域医療課(看護師確保班) 予算額（基金） 2,100 千円

提

案

提案団 体 静岡県看護協会

提案内 容

概 要

・新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中、風水害時の、救護所・避難

所・福祉避難所における看護師の関わり・役割が重要。

・災害に対応した看護師の育成、潜在看護師の掘り起こしを行う。

事

業

反

映

反映内 容

概 要

【継続事業のメニュー追加】

・災害時に地域における活動に対応できる看護師の養成を図るため、災害支援看

護師の研修実施に対して助成する。

所 管 課 地域医療課(看護師確保班) 予算額（基金） 780 千円

提

案

提案団 体 浜松医科大学医学部附属病院

提案内 容

概 要

・心不全は、急性期病院、リハビリテーション提供施設、かかりつけ医及び療養

施設が地域で一体となり包括的に診療をしていくべき疾患であるが、充分に連

携体制が構築されていない。

・心不全増悪の早期診断を可能とするスマートデバイスを導入し、早期治療に結

びつけることにより、心不全再入院率の減少、心不全治療の連携体制強化を図

る。

事

業

反

映

反映内 容

概 要

【新規事業化】

・浜松医科大学に体制構築等を委託する。

所 管 課 疾病対策課（がん対策班） 予算額（基金） 5,000 千円
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○小児救急リモート指導医相談支援事業 【区分：Ⅳ(2)】

○静岡県ドクターバンク運営事業費 【区分：Ⅳ(1)】

提

案

提案団 体 静岡県立病院機構（県立こども病院）

提案内 容

概 要

・小児科医が減少し、地域によっては小児救急の維持が困難となりつつある

・地域の小児救急医療機関の医師のオンコール対応の負担軽減等を目的として、

県内の拠点となる小児救急医療機関に診療支援医師を配置し、隣接する医療圏

の小児救急医療機関をオンラインで接続し連携体制強化を行う。

事

業

反

映

反映内 容

概 要

【新規事業化】

・県立こども病院に体制構築等を委託する。

所 管 課 地域医療課（地域医療班） 予算額（基金） 21,000 千円

提

案

提案団 体 静岡県医師会

提案内 容

概 要

・医師確保に向けたサポートを目的として運用を開始した「静岡県医師バンク」

の運営、機能・広報の拡充

事

業

反

映

反映内 容

概 要

【継続事業の拡充実施】

・引き続き求職者への細やかな対応を行う

・利用促進のため、紹介動画の制作等コンテンツの拡充

所 管 課 地域医療課（医師確保班） 予算額（基金） 14,015 千円
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令和５年度　地域医療介護総合確保基金(医療分)　事業提案及び反映状況

※区分Ⅰ：病床機能分化・連携推進、Ⅱ：在宅医療推進、Ⅳ：医療従事者等確保 （単位：千円）

No. 区分 提案団体 提案項目 提案事業内容
事業提案反映

状況
事業提案反映状況 基金事業名（予定） Ｒ5計画（予定）

(基金充当額)
担当課

1
Ⅱ
(3)

県薬剤師会
研修会開
催等

地域包括ケアシステム構築のため、地
域連携薬局の推進による多職種との連
携強化や、在宅医療を担う薬剤師を養
成

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
かかりつけ薬
剤師・薬局普及
促進事業

9,000 ○薬事課
(薬事企画班)

2
Ⅳ
(4)

県看護協会
広報・マッ
チング

特定行為研修修了者のＰＲ・活動拡大
による、タスクシフト・タスクシェアの促進

②継続事業
の拡充実施

地域ごとの研修開催により取
組事例を共有し修了者の活
動の場を広げる

看護の質向上
促進研修事業
（看護師特定行
為研修派遣費
助成）

2,100 ○地域医療課
（看護師確保班）

3
Ⅳ
(4)

県看護協会
研修会開
催等

潜在看護師の掘り起こし、地域の災害
対応な看護師の育成、地域包括ケアの
推進

③継続事業
へのメ
ニュー追加

災害支援看護師の研修を実
施する

看護の質向上
促進研修事業

780 ○地域医療課
（看護師確保班）

4
Ⅱ
(2)

県歯科医師会

相談窓口
運営・
研修会開
催

潜在歯科衛生士の掘り起こしによる人
材確保、医療・介護職種等への口腔管
理の重要性の周知等の充実

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
在宅歯科医療
連携体制整備
事業費助成

14,756 
○健康増進課
（地域支援班）

5
Ⅱ
(2)

県歯科医師会
研修会開
催等

県民の健康増進ならびに医療費削減を
目的として周術期口腔機能管理を推進
する（医科歯科連携の一層の充実）

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
がん医科歯科
連携推進事業

900 ○疾病対策課
（がん対策班）

6
Ⅱ
(1)

浜松医科大学
医学部附属病
院

備品購入
体制整備

呼吸を視覚化するスマートデバイスを日
常診療に導入及びかかりつけ医をはじ
めとした心不全連携体制の構築・負担
軽減

①新規事業
の立ち上げ

心不全連携体制の強化を浜
松医科大学に委託予定

（検討中） 5,000 ○疾病対策課
（がん対策班）

7
Ⅰ
(1)

中東遠総合医
療センター、
ふじのくにバー
チャルメガホス
ピタル協議会
（事務局：病院
機構（県立総合
病院））

設備整備

地域における医療連携を進めるため、
病病/病診間の医療情報の共有を行っ
ている「ふじのくにねっと」の機器整備に
要する費用への助成継続

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域医療連携
推進事業費助
成

65,500 ○医療政策課
（医療企画班）

8
Ⅳ
(2)

病院機構
（県立こども病
院）

設備整備
体制整備

小児救急医療機関に診療支援医師を配
置し、当該医療機関に隣接する医療圏
の小児救急医療機関をオンラインで結
び、小児救急患者の診療等を医師が支
援する。

①新規事業
の立ち上げ

体制整備等を県立こども病院
に委託予定

小児救急リ
モート指導医相
談支援事業

21,000 ○地域医療課
（地域医療班）

9
Ⅳ
(1)

県医師会 研修会

若手医師確保のため、臨床研修医が一
堂に会する「Welcome Seminar」や、キャ
リアパス支援事業「屋根瓦塾 in 
Shizuoka」等の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
臨床研修医定
着促進事業費

6,278 ○地域医療課
（医師確保班）

10
Ⅳ
(1)

県医師会

システム
運営、調
査、情報
発信

医師確保に向けたサポートを目的として
運用を開始した「静岡県医師バンク」の
運営、機能・広報の拡充

②継続事業
の拡充実施

県内外からの求職者へのき
め細かい支援を継続し、更な
る医師バンクの利用促進する
ため広報機能を拡充

静岡県ドクター
バンク運営事
業費

14,015 ○地域医療課
（医師確保班）

11
Ⅳ
(5)

県医師会 研修会

医師の働き方改革を推進するための医
療クラークの教育体制整備に向けた研
修会、女性医師就労支援に向けた講演
会等の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

○医師・看護師事
務作業補助者教
育体制整備事業
費
○女性医師就労
支援事業費

4,920 ○地域医療課
（医師確保班）

12
Ⅱ
(1)

県医師会 普及啓発

外来機能の情報が十分得られず、患者
の大病院指向が見受けられる等の課題
を解決するため、かかりつけ医を持つこ
と等について普及啓発する

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
医療・介護一体
改革総合啓発
事業

4,250 ○医療政策課
（医療企画班）

13
Ⅱ
(1)

県医師会 拠点運営

地域包括ケアシステムの整備に向け、
在宅医療・介護連携のためのネットワー
ク形成の拠点となる「シズケアサポート
センター」の運営継続

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
在宅医療・介護
連携推進事業
費

30,000 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア
推進班）
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令和５年度　地域医療介護総合確保基金(医療分)　事業提案及び反映状況

※区分Ⅰ：病床機能分化・連携推進、Ⅱ：在宅医療推進、Ⅳ：医療従事者等確保 （単位：千円）

No. 区分 提案団体 提案項目 提案事業内容
事業提案反映

状況
事業提案反映状況 基金事業名（予定） Ｒ5計画（予定）

(基金充当額)
担当課

14
Ⅱ
(1)

県医師会 助成

『地域包括ケア対応型』へとモデルチェ
ンジした「シズケア＊かけはし」の一層
の活用拡大に向け、地域の普及拠点づ
くりのほか、職種やサービス種別に応じ
た新たな活用方法の検討・活用拡大

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

地域包括ケア
情報システム
連携拠点推進
事業

15,300 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア
推進班）

15
Ⅱ
(1)

県医師会 研修会

地域での体制づくりの核となる認知症サ
ポート医リーダーを養成する研修会や、
養成したリーダーが情報共有・意見交換
を行う連絡会の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

認知症関係人
材資質向上等
事業
（介護メニュー）

(1,720)

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア
推進班）

16
Ⅱ
(1)

県医師会 研修会

かかりつけ医を対象とした地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ基礎研修の実施や、かかりつけ医
への支援、市町・地域包括支援センター
との連携づくりの協力を行う「サポート
医」の養成

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域リハビリ
テーション強化
推進事業

1,618 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア
推進班）
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1

医療機能情報提供制度における全国統一システムの稼働

（静岡県健康福祉部医療局医療政策課）

１ 概 要

・これまで各都道府県が運用していた医療機能情報提供システム（本県は「医療ネット

しずおか」）は、令和６年度から国が運用する「全国統一システム」に統合されます。

・各医療機関で行っていただいている定期報告については、令和４年度までは「医療ネ

ットしずおか」での報告となりますが、令和５年度以降は「全国統一システム」(共通

基盤：G-MIS)により報告いただくこととなります。

２ 全国統一システム構築のメリット

３ 令和４年度定期報告

＜実施時期＞

令和４年 12 月～令和５年１月

＜令和４年度定期報告の役割等＞

・令和４年度定期報告データを基に、令和６年度から運用する「全国統一システム」

（共通基盤：G-MIS）に移行するためのデータが作成されます。

・令和４年度での準備により、令和５年度定期報告の際は、新規入力の項目が少なく

なり、更新が主な作業となります。

４ 全国統一システム(共通基盤：G-MIS)へのデータ移行スケジュール

年度 R6

時期 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～

国

県

医療機関

R4 R5

全国統一

システム

(G-MIS）

へのデータ

取込み

　

全
国
統
一
シ
ス
テ
ム
　
稼
働

Ｒ５定期報告  
       確認

　　Ｒ４定期報告
（医療ネットしずおか）
　<必須項目>

　　担当者氏名、電話番号、

　　メールアドレス 

Ｒ５定期報告

（全国統一

システム

(G-MIS)）

移行データ

　　作成

　国へ提供

アカウント
（ID・パスワード）

発行

Ｒ４定期報告

     確認

住民 全国単位で同一項目での検索が可能 等

医療機関 統一された医療機能情報の発信 等

行政 システムの運用・改修の効率化 等

資料７
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2

○医療ネットしずおか（Ｈ２１～静岡県が運用開始）

○全国統一システム（Ｒ６～厚生労働省が運用開始予定）

＜掲載情報＞

名称、開設者、所在地、診療科目、休診日、診療時間、許可病床数、看護師の配置 等

（参考）
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1

275

参考資料



3

476



5

677



7

878



9

1079



11

1280



13

1481



15

1682



17

1883



19

2084



21

85



87



88


